
 

令和３年５月１７日 

 

 

 

南相馬市農業委員会 

５月定例総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市農業委員会 



 1 

農業委員会定例総会議事録 

 

日 時  令和３年５月１７日(月) 午後１時４０分開会 

場 所  南相馬市労働福祉会館 ２階会議室 

 

 

１．出席委員 

 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 

１ 若 杉 裕 二 出 １１  佐 藤   洋 出 

２ 鎌 田 芳 彦 ※ １２ 遠 藤 秀 明 出 

３ 菅 野 信 彦 出 １３ 山 内 弘 巳 欠 

４ 欠 番  １４ 二 谷 純 市 出 

５ 梅 村 正 敏 ※ １５ 半 谷 眞知子 出 

６ 西 内 文 夫 出 １６ 早 川 孝 雄 ※ 

７  発 田 栄 一 出 １７ 佐 藤 良 一 ※ 

８ 小谷津 弘 隆 ※ １８ 岡 田 敏 文 出 

９ 塚 野 邦 好 ※ １９ 寺 澤 白 行 出 

１０ 今 野 由 喜 出  

 

「※」→新型コロナウィルスの感染防止（３密回避）のため、出席を求めない。 

 

２．出席農地利用最適化推進委員 

出席者 なし（新型コロナウィルスの感染防止のため、出席を求めない。） 

 

 

３．出席職員 

 事務局 

① 局長 増山 善樹  ②次長 佐藤  光  ③主査  山本 将之 

④ 副主査 米本 一樹  ⑤主事 平田 幸子    

農政課 

副主査 但野 莉菜 
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４．日 程  

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 諸般の報告  

日程第３ 報告第１５号 専決処分の報告について  

日程第４ 報告第１６号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

日程第５ 報告第１７号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

日程第６ 報告第１８号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

日程第７ 報告第１９号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開

催報告について 

日程第８ 報告第２０号 農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通知について 

日程第９ 報告第２１号 違反転用事案の報告について 

日程第 10 報告第２２号 時効取得による所有権移転について 

日程第 11 議案第５５号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 12 議案第５６号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

日程第 13 議案第５７号 農地法第３条の規定による貸借権設定の許可申請について 

日程第 14 議案第５８号 農地法第４条の規定による許可申請について（市許可分） 

日程第 15 議案第５９号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請につ

いて（市許可分） 

日程第 16 議案第６０号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請につ

いて（県許可分） 

日程第 17 議案第６１号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（市許可分） 

日程第 18 議案第６２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（県許可分） 

日程第 19 議案第６３号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について

（市許可分） 

日程第 20 議案第６４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について

（県許可分） 

日程第 21 議案第６５号 現況確認証明申請について 
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５．会議の概要 

 

（開会 午後１時４０分） 

 

議 長    只今より、令和３年５月南相馬市農業委員会定例総会を開会いたします。新型

コロナウィルスの感染を防ぐ観点から、出席者を減じての開催であります。 

それでは先ず、欠席委員について報告いたします。欠席通告者は１３番委員で

あります。 

出席委員は、南相馬市農業委員会会議規則第５条により定足数に達しておりま

す。 

 

議 長    日程第１、「議事録署名委員の指名について」は、会議規則第２４条第２項の規

定により、議席番号１８番 岡田敏文委員、１番 若杉裕二委員、３番 菅野信

彦委員を指名いたします。 

 

議 長    次に、日程第２、「諸般の報告」を行います。 

４月２８日、第３回南相馬市一般廃棄物処理施設建設候補地選定委員会が開催

され、市から候補地の評価書について説明を受けたことから、候補地をどのよう

に選定するか、絞り込みの方法について協議したところです。 

以上をもって諸般の報告といたします。 

 

議 長    次に、日程第３、報告第１５号「専決処分の報告について」を議題といたしま

す。先ず、専決第３号について事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第１５号専決第３号について説明いたします。議案書の２ページから４ペ

ージになります。農業経営基盤強化促進事業による所有権移転申出に係る調整員

の指名ついて、福島県農業振興公社を通して、農地売買による所有権移転の申出

がありましたので、案件１件につき調整委員２名の指名を専決いたしました。以

上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、専決第４号について事務局からの報告を求めます。 
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事務局    報告第１５号専決第４号について説明いたします。議案書の５ページから６ペ

ージになります。福島地方環境事務所より、東日本大震災に伴う特別措置法に基

づく一時使用後の農地について、「農地が農業の用に供されている旨等の証明書」

の交付依頼があり、証明書を交付した事案が１件ありました。詳細につきまして

は記載のとおりです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第４、報告第１６号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の３番委員か

らの報告を求めます。 

 

３番委員   報告第１６号について説明いたします。議案書７ページになります。内容とし 

ては、去る４月１９日午前１０時より、南相馬市役所北庁舎１階会議室１におい

て、出し手１名、福島県農業振興公社より担当者１名、調整委員２名、事務局３

名により開催いたしました。 

協議内容についてですが、出し手側から１０アール当たり３５万円が希望価格

として提示されました。調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し出のあ

った農地については、１０アール当たり３５万円で公社が購入することとなりま

した。 

売買代金は２８４万３，７５０円となり、公社手数料として２万８，４００円

を差し引き、支払額は２８１万５，３５０円となります。 

この件は、議案第５５号、議案書２０ページ及び別紙資料２ページの農用地利

用集積計画に載せてありますので、後ほど審議の方よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 
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議 長    次に、日程第５、報告第１７号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の３番委員か

らの報告を求めます。 

 

３番委員   報告第１７号についてご説明いたします。議案書８ページになります。内容と

しては、去る４月１９日午前１０時３０分より、南相馬市役所北庁舎１階会議室

１において、出し手１名、福島県農業振興公社より担当者１名、調整委員２名、

事務局１名により開催いたしました。 

協議内容についてですが、出し手側から１０アール当たり３５万円が希望価格

として提示されました。調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し出のあ

った農地については、１０アール当たり３５万円で公社が購入することとなりま

した。 

売買代金は３７８万２，４５０円となり、公社手数料として３万７，８００円

を差し引き、支払額は３７４万４，６５０円となります。 

この件は、議案第５５号、議案書２０ページ及び別紙資料２ページの農用地利

用集積計画に載せてありますので、後ほど審議の方よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第６、報告第１８号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の３番委員か

らの報告を求めます。 

 

３番委員   報告第１８号についてご説明いたします。議案書９ページになります。内容と

しては、去る４月１９日午前１１時より、南相馬市役所北庁舎１階会議室１にお

いて、出し手１名、福島県農業振興公社より担当者１名、調整委員２名、事務局

１名により開催いたしました。 

協議内容についてですが、出し手側から、横手字寺前の田については１０アー

ル当たり３５万円、横手字新原田の田については１０アール当たり３３万円が希

望価格として提示されました。調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し

出のあった農地については、それぞれの金額で公社が購入することとなりました。 

売買代金は１７９万１，０５０円となり、公社手数料として１万７，９００円
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を差し引き、支払額は１７７万３，１５０円となります。 

この件は、議案第５５号、議案書２０ページ及び別紙資料２ページの農用地利

用集積計画に載せてありますので、後ほど審議の方よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第７、報告第１９号「農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告について」を議題といたします。調整委員主任の１８番委員

からの報告を求めます。 

 

１８番委員  報告第１９号についてご説明いたします。議案書１０ページになります。内容

としては、去る４月１９日午前１１時３０分より、南相馬市役所北庁舎１階会議

室１において、出し手１名、福島県農業振興公社より担当者１名、調整委員２名、

事務局１名により開催いたしました。 

協議内容についてですが、出し手側から、田については１０アール当たり１５

万円、畑については１０アール当たり１０万円が希望価格として提示されました。

調整委員からも妥当であるとの意見があり、申し出のあった農地については、そ

れぞれの金額で公社が購入することとなりました。 

売買代金は１４３万２，７５０円となり、公社手数料として１万４，３００円

を差し引き、支払額は１４１万８，４５０円となります。 

この件は、議案第５５号、議案書２０ページ及び別紙資料２ページの農用地利

用集積計画に載せてありますので、後ほど審議の方よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第８、報告第２０号「農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通

知について」を議題といたします。事務局からの報告を求めます。 
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事務局    報告第２０号についてご説明いたします。議案書の１１ページから１２ページ

になります。今回５件の案件がございますが、合意による解約でありますので、

県知事の許可を必要としないものとして手続きしましたことをご報告いたしま

す。詳細につきましては、記載のとおりです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第９、報告第２１号「違反転用事案の報告について」を議題といた

します。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２１号についてご説明いたします。議案書の１３ページ整理番号１番に

ついて当事者の氏名、住所、土地の所在、違反転用の種類、発生年月日等は記載

のとおりです。昭和４０年頃に当時の所有者が当該地に越境して住宅を増築し、

その後現在の所有者がカーポート、物置を設置し現在も使用しています。今般、

土地調査を行ったところ農地であることが判明したものです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１０、報告第２２号「時効取得による所有権移転について」を議

題といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２２号についてご説明いたします。議案書の１４ページから１９ページ

になります。今回、法務局から時効取得を原因とする所有権移転登記の申請に関

する通知がありましたので報告いたします。なお、時効取得を原因とする所有権

移転登記につきましては、民法第１６２条に規定されており、農地法の規制対象

外で農業委員会の許可は不要です。詳細につきましては記載のとおりです。以上

です。 
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議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第１１、議案第５５号「農用地利用集積計画の決定について」を議

題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第５５号についてご説明いたします。議案書の２０ページ及び別紙資料の 

１ページから３ページになります。市が農用地利用集積計画を策定するに当たり

まして、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農業委員会に

対して適否の判断を求められたものでございます。議案につきましては、担当課

であります経済部農政課担当職員からご説明申し上げます。以上です。 

 

議 長    次に、提案者、農政課担当職員から説明を求めます。 

 

農政課担当  議案第５５号についてご説明いたします。今回、所有権移転が４件、利用権設

定が４件となっております。内容につきましては、記載のとおりです。 

なお、所有権移転に係る対価及び利用権設定に係る賃借料については、双方合

意の上で決定しております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１２、議案第５６号「農地法第３条の規定による所有権移転の許

可申請について」を議題といたします。なお、この議案は、議事参与の制限に該

当する案件がありますので、申請番号５番を先に審議いたします。農業委員会法

第３１条の規定により、１８番委員には、この間、退席を願います。暫時休議し

ます。 

 

（休議） 

 

議 長    再開します。事務局から申請番号５番の説明を求めます。 
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事務局    議案第５６号申請番号５番ついてご説明いたします。議案書２２ページになり

ます。詳細につきましては、記載のとおりです。調査担当委員からは、これらの

案件について許可要件を満たしているとの報告がございました。以上です。 

 

議 長    続きまして、現地調査委員の１３番委員が欠席のため、委員から補足説明を受

けていれば、事務局から報告を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの補足説明はありません。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。１８番委員

の復席を許します。暫時休議します。 

 

（休議） 

 

議 長    再開します。それでは、議案第５６号「農地法第３条の規定による所有権移転

の許可申請について」の残り全部を議題といたします。事務局からの説明を求め

ます。 

 

事務局    議案第５６号の残り全部ついてご説明いたします。議案書の２１ページから２

２ページになります。詳細につきましては、記載のとおりです。調査担当委員か

らは、これらの案件について許可要件を満たしているとの報告がございました。

以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。 

 

〔「なし」との声あり〕 

 

議 長    続いて、申請番号４番、７番、８番、９番の現地調査委員には、出席を求めて

いないため、事務局にて補足説明を受けていれば、事務局から報告を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの補足説明はありません。 
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議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１３、議案第５７号「農地法第３条の規定による貸借権設定の許

可申請について」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第５７号についてご説明いたします。議案書の２３ページから２４ページ

になります。詳細につきましては、記載のとおりです。調査担当委員からは、こ

れらの案件について許可要件を満たしているとの報告がございました。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から補足説明があれば、発言を願います。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

議 長    続いて、申請番号１番の現地調査委員 ２番委員には、出席を求めていないた

め、事務局にて補足説明を受けていれば、事務局から報告を願います。 

 

事務局    現地調査委員からの補足説明はありません。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１４、議案第５８号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第５８号についてご説明いたします。議案書の２５ページ、申請番号１番

について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとおりで

す。申請番号１番についての補足はありません。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員、９番委員には出席を求めていないため、事

務局から報告願います。 
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事務局    現地調査委員からの報告を事務局より読み上げさせていただきます。 

       議案第５８号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は 1 ページです。申請内容は記載のとおりです。去る５月１２日午前１０時頃よ

り代理人行政書士から現地において説明を受け、また調査書の調査項目に基づき

聞取り調査をしました結果、立地基準、一般基準とも満たしていると判断いたし

ました。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１５、議案第５９号「農地法第５条の規定による許可後の事業計

画変更申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求め

ます。 

 

事務局    議案第５９号についてご説明いたします。議案書の２６ページ、申請番号１番

について、当事者の住所、氏名、土地の表示等は記載のとおりです。 

事業計画変更に係る事由ですが、防災林造成のための仮設事務所、駐車場、資

材置場として使用する目的で一時転用の許可を受け工事を行いましたが、新型コ

ロナウイルス感染対策としての事業自粛により当初計画していた工期に若干遅

れが生じたことから、一時転用期間を延長するものです。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告をお願いします。 

 

議 長    ３番委員。 

 

３番委員   議案第５９号申請番号１番につきまして、現地調査の報告をいたします。現地

案内図は２ページになります。申請内容は記載のとおりであります。去る５月１

４日午後１時より、代理人行政書士立会いのもと、現地調査を行いました。調査

書の調査項目に基づきまして、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況

等を調査いたしました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いた

しました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。  

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１６、議案第６０号、「農地法第５条の規定による許可後の事業計

画変更申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求め

ます。 

   

事務局    議案第６０号についてご説明いたします。議案書の２７～２８ページ、申請番

号１番、２番について、当事者の住所、氏名、土地の表示等は記載のとおりです。

申請番号１番は議案第６１号申請番号３番の関連です。 

事業計画変更に係る事由ですが、申請番号１番については、一般住宅を建築す

る目的で転用許可を受け工事を行い土地の整地は完了していますが、当初の転用

事業者が亡くなったことにより事業が実施できなくなりました。この土地を承継

する者は土木建築業を経営していますが、従業員の駐車場が不足していることか

ら、当該地を自ら経営している会社への貸駐車場として整備するため、事業計画

を変更するものです。 

続きまして申請番号２番については、一般住宅を建築する目的で転用許可を受

け工事を行い土地の整地は完了していますが、住宅建築後に同居するはずだった

息子が仕事の都合で同居できなくなったことにより、住宅建築を断念することと

なりました。周辺地域においては駐車場の需要があることから、当該地を貸駐車

場とするため、事業計画を変更するものです。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告をお願いします。 

 

議 長    １１番委員。 

 

１１番委員  議案第６０号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。この案件は

議案第６１号申請番号３番の関連案件になります。現地案内図は３ページです。 

この案件は、昭和６０年１０月１１日付けで農地法第５条の規定による転用許可

を受け、その後、申請者が亡くなって事業遂行ができなくなった案件でございま

す。去る５月１１日午後５時より、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行い

ました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地

の状況等調査しました結果、 立地基準、一般基準ともに満たしていると判断い

たしました。なお、現況敷地は転圧して整地した状況でした。皆様のご審議をよ

ろしくお願いいたします。 
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続きまして、議案第６０号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。 

現地案内図は４ページです。この案件は平成２４年１月１３日付けで農地法第５

条の規定による転用許可を受けましたが、その後事業遂行ができなくなった案件

でございます。去る５月１２日午後５時より、代理人行政書士立会いのもと現地

調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、 代理人行政書士からの聞き取

り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たして

いると判断いたしました。なお、現況敷地は転圧して整地した状況でした。皆様

のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１７、議案第６１号「農地法第５条の規定による所有権移転の許

可申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局    議案第６１号についてご説明いたします。議案書の２９ページ、申請番号１番

から３番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。補足を要する案件として、申請番号３番につきましては、議案第６

０号申請番号１番の関連です。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告をお願いします。 

 

議 長    １１番委員。 

 

１１番委員  議案第６１号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は５ページです。去る５月１１日午後５時半頃より、代理人行政書士立会いのも

と現地調査を行いました。調査の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き

取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満た

していると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。  

 

議 長    続いて、申請番号２番について１２番委員。 
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１２番委員  議案第６１号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は６ページです。去る５月１４日午前９時頃より、設定人立会いのもと現地調査

を行いました。調査書の調査項目に基づき、設定人からの聞き取り、また現地の

状況等調査しました結果、 立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いた

しました。皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１８、議案第６２号「農地法第５条の規定による所有権移転の許

可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

  

事務局    議案第６２号についてご説明いたします。議案書の３０ページ、申請番号 1番

及び２番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。補足を要する案件としまして、申請番号２番については、第２種農

地に太陽光発電設備を設置するための転用申請です。隣接地を含めますと、事業

面積は、３０，８２９．１９㎡になります。併用地であります隣接地の山林につ

いては林地開発許可申請が提出済みです。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告をお願いします。 

 

議 長    １２番委員。 

 

１２番委員  議案第６２号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は７ページです。去る５月１４日午前１１時頃より、代理人行政書士立会いのも

と 現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理行政書士からの聞

き取り、また現地の状況等を調査しました結果、 立地基準、一般基準とも満た

していると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第６２号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。 

現地案内図は８ページです。去る５月１４日午前１１時３０分頃より、代理人行

政書士立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人

行政書士からの聞き取り、また現地の状況等調査しました結果、立地基準、一般

基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいた
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します。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１９、議案第６３号「農地法第５条の規定による貸借権設定の許

可申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めます 

 

事務局    議案第６３号についてご説明いたします。議案書の３１ページから３２ページ、

申請番号１番から５番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用

目的は記載のとおりです。 

申請番号１番については、当該地の近隣で請け負った舗装工事に係る駐車場、

資材置場、砕石置場、残土仮置場、車両通路としての一時転用であり、転用期間

は許可日から１６カ月までとなっております。 

申請番号２番については、当該地の近隣で建物解体工事に係る工事用通路敷地

としての一時転用であり、転用期間は許可日から３か月までとなっております。 

申請番号３番については、報告第２１号整理番号１番の違反の追認を得るため

の案件です。 

申請番号５番については、当該地の近隣で請け負った雨水管渠築造工事に係る

資材置場、駐車場としての一時転用であり、転用期間は許可日から令和３年１２

月３１日までとなっております。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告をお願いします。 

 

議 長    １１番委員。 

 

１１番委員  議案第６３号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は１０ページです。去る５月１１日午後５時２０分頃より、代理人行政書士立会

いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士か

らの聞き取り、また現地の状況等調査しました結果、立地基準、一般基準ともに

満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。  

続きまして、議案第６３号申請番号３番について現地調査の報告をいたします。

この議案は報告第１１号整理番号１番関連案件であります。現地案内図は１１ペ
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ージです。この案件は、昭和４０年頃、住宅を増築し、その後カーポート、倉庫

を設置しましたが、この度、増築した一部とカーポート、倉庫一部が農地である

ことが判明した案件でございます。結果として違反転用となりました。 

この追認を受けるための許可申請になります。去る５月１４日午後５時頃より、

代理人行政書士立会いのもと調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代

理人行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基

準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしく

お願いいたします。以上でございます。  

 

議 長    １２番委員。 

 

１２番委員  議案第６２号申請番号５番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は１３ページです。去る５月１４日午前８時３０分頃より、代理人行政書士立会

いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士か

らの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準とも

に満たしていると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いいたします。  

 

議 長    続いて、申請番号１番の現地調査委員、２番委員には出席を求めていないため、

また、申請番号４番の現地調査委員、１３番委員は欠席のため、事務局から報告を

願います。 

 

事務局    議案第６３号申請番号４番について、現地調査の報告をいたします。現地案内

図は１２ページです。申請内容、申請事由は記載のとおりです。去る５月１０日

午後１時３０分頃より、代理人行政書士の立会いのもと現地調査を行いました。

調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞き取り、また現地の状況な

どを調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしま

した。皆様のご審議をよろしくお願いします。以上です。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

   

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第２０、議案第６４号「農地法第５条の規定による貸借権設定の許

可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 
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事務局    議案第６４号についてご説明いたします。議案書の３３ページから３４ページ、

申請番号１番から５番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用

目的は記載のとおりです。申請番号１、４、５番については、２種農地に太陽光

パネルを設置するための転用申請です。続きまして申請番号２、３番については、

用途地域ではない第 3 種農地に太陽光発電設備を設置するための転用申請です。

以上です。 

 

議 長    続きまして、現地調査委員から報告をお願いします 

 

議 長    １０番委員。 

 

１０番委員  議案第６４号申請番号４番について現地調査の結果を報告いたします。現地案

内図は１６ページのとおりです。去る５月１０日午後１時５０分頃より、行政書

士立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、行政書士か

らの聞き取り、また現地の状況等を調査いたしました結果、立地基準、一般基準

ともに許可基準を満たしているものと判断をいたしました。皆様方のご審議をよ

ろしくお願いします。  

続きまして、申請番号５番について現地調査の結果を報告いたします。現地案

内図は１７ページのとおりです。去る５月１０日午後１時４０分頃より、行政書

士立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、行政書士か

らの聞き取り、 また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準と

もに許可基準を満たしているものと判断をいたしました。皆様方のご審議をよろ

しくお願いいたします。以上です。  

 

議 長    続いて、申請番号１番の現地調査委員、２番委員には出席を求めていないため、

事務局から報告を願います。 

 

事務局    それでは現地調査委員からの報告を事務局から報告させていただきます。議案

第６４号申請番号１番について、現地調査の報告をいたします。現地案内図は１

４ページです。申請内容、申請理由は記載のとおりです。去る５月１３日午後２

時４５分頃より、設定人立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目

に基づき、設定人からの聞き取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地

基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろし

くお願いします。以上です。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第２１、議案第６５号「現況確認証明申請について」を議題といた

します。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第６５号についてご説明いたします。議案書の３５ページ、申請番号１番

及び２番について土地の所在、地番、面積、判定地目は記載のとおりです。内容

は、不耕作により非農地化したことに対する証明願です。申請のあった全ての農

地について非農地と判定いたしました。なお、担当農業委員に現地調査を依頼し

ていますのでご報告お願いいたします。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員を代表しまして１番委員から報告をお願いし

ます。 

 

議 長    １番委員。 

 

１番委員    議案第６５号現地確認証明申請に係る現地調査を行いましたので報告いた

します。去る５月３日午後１時から、私を含めた３名の委員、事務局２名の合

計５名で現地調査を行いました。 

先ず申請番号１番ですが、現地案内図は１８ページです。この申請番号１番

のうちの、地番 507番１、２と５０１番及び５１３番につきましては、山林に

挟まれて日照が悪くて周囲よりも１段下がった場所で機械の進入も困難な位

置関係にあり、すでに原野化しており非農地と判断いたしました。  

次に、５８０番１、２、３、５８２番１につきましては、山林を１００メー

トルないし２００メートルほど進んだところにある場所でありまして、徒歩で

も到達することがなかなかできないという場所でありました。当然、機械の進

入も不可能な状況でありました。すでにこれらの土地は周囲の山林と一体化し

ており、非農地と判断いたしました。 

次に申請番号２番ですが、現地案内図は１９ページとなります。この土地に

つきましては、すでに周囲の山林と一体化しており、非農地と判断いたしまし

た。委員の皆様のご審議のほどよろしくお願いします。  

 

議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    以上で、本日予定いたしました報告８件及び議案１１件、合わせて１９件の審

議を全て終了いたしました。これをもちまして、本日の５月定例総会を閉会とい

たします。各委員の皆様、大変、お疲れ様でございました。 

 

（閉会 午後２時３１分） 

 

 

 

 

南相馬市農業委員会会議規則第２４条第１項及び第２項の規定により署名する。 

 

令和３年６月２２日 

 

議事録署名人（１８番・オカダ トシフミ）    

 

                                        

議事録署名人（ １番・ワカスギ ユウジ） 

 

                                        

議事録署名人（ ３番・カンノ ノブヒコ） 

            

                                        

     


